令和８年（2026年）４月1日
北海道清里高等学校長

荒天・交通障害・避難勧告(Ｊアラート)の対応について（保護者・生徒用）

１　授業日の場合について～特別警報等又は避難勧告（Ｊｱﾗｰﾄ等）が発表された場合の対応
(1) 登校前
・メール配信システム「マ・メール」で配信　　◆配信内容「登校時間の繰り下げや臨時休校等」
避難勧告（Ｊｱﾗｰﾄ等）の場合対応決定後すぐに配信
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]荒天・交通傷害の場合朝6：30を目処に配信
・本校ホームページへの掲載　（ただし、時間的に掲載が不可能な場合もあります。）
北海道清里高等学校ウェブページ　（右記QRコードから）

(2) 登校中
・直ちに、「命を守る」ことを最優先する行動をとり、公共の指示に従い安全確保願います。
　　　　避難勧告（Ｊｱﾗｰﾄ等）の場合　①丈夫な建物に避難　②窓に近づかない　ように避難
　　　　　　　　　　　　　　　　　　③学校に近い場合は学校へ、自宅に近い場合は自宅にもどり避難
(3) 登校後
・メール配信システム「マ・メール」で配信　　◆配信内容「下校時間の繰り上げ等」
・保護者に送迎等の対応をお願いする場合があります。

２　休業日の場合について
(1) 部活動及び模擬試験・検定試験等の対応
・実施前日（生徒下校前）　　　　　　　該当生徒へ口頭で連絡
・実施当日（前日の生徒下校後も同様）　担当が該当生徒のご家庭へ電話で連絡
(2) その他の行事等の対応
上記の(1)に準じて対応します。

３　臨時休業の措置等について
(1) 警報等が発表された場合
・特別警報や警報の発令が予想される、もしくは、発令された場合は、「臨時休業」、「登校時間繰り下げ」、「下校時間繰り上げ」等の措置をとります。
警報等の発令は、気象台から発令の前日に予定発表がされる場合がほとんどのため、可能な限り前日に対応を決定し、翌日の対応を「マ・メール」で連絡いたします。
(2) スクールバス（清里町スクールバス、スクールバス小清水便）及びＪＲ釧網線運休の場合
・臨時休業でない時に、交通機関の関係で登校できない場合は、該当生徒は出席停止となります。

４　自家用車の送迎について
本HPの「在校生・保護者へのお知らせ」に掲載しているとおりにお願いします。
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